
令和元年度  後期  科目等履修生出願要項  

 

岡山大学法学部 昼 間コース 

夜間主コース 

１ 出 願 資 格 
    

次の各号のいずれかに該当する者とします。 
（１） 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び入学時までに卒業見込の者 
（２） その他，本学部において，前号と同等以上の学力を有すると認めた者        
 
（注）出願資格（２）により出願する者は，次の書類を提出して出願資格審査を受けてください。 

     ① 出願資格認定審査願（本学部所定の用紙） 
     ② 最終学校の卒業証明書，および成績証明書 
                                           
２ 出 願 手 続 
   
（１） 出 願 期 間 令和元年８月１６日（金）～８月２２日（木）  

（窓口時間：［昼間コース・夜間主コースともに］８時３０分～１７時１５分） 
        ※窓口時間に来学することが困難な場合は，事前にご相談ください。 
 
（２）出願書類等 

① 入学願書（本学部所定用紙に写真貼付） 
 ※第３学期，第４学期,後期開講科目を出願してください。 
  （夏季集中科目は出願できませんのでご注意ください。） 
② 検定料９，８００円 
③ 最終学校卒業（見込）証明書 
④ 最終学校成績証明書 
⑤ 返信用封筒（長形３号の封筒に本人の宛先を記入し，簡易書留料金として３９２円分の 

切手を貼付してください。） 
（注）最終学歴が本学部卒業（見込）の者および，出願資格（２）により出願する者は，③④の書類は

不要です。 

検定料の納入について 
  次のいずれかに該当する者は，検定料の納入は不要です。 
  １ 令和元年９月まで本学の一又は複数の学部の科目等履修生としての身分を有している者 
  ２ 新たに本学の複数の学部に科目等履修生として出願する者のうち，既に本学部以外の学部 

に出願済みの者 
 
添付書類 

① 上記１に該当する者は，在籍証明書を願書に添付してください。ただし，本学部の科目等 
履修生として在籍している者は不要です。 

② 上記２に該当する者は，検定料領収書（写）を願書に添付してください。 
 
 
（３）手  順 
 

①  出願書類を担当窓口へ提出してください。 
昼間・夜間主コース ･･････ 法学部教務担当 

②  検定料を担当窓口へ納入してください。 
昼間・夜間主コース ･･････ 総務グループ会計担当        
 
 

 裏面へ続く 
 
 
 



３  現在，本学部の科目等履修生として在籍中の者で履修期間の延長を希望する場合 
     

履修期間の延長希望者は，期間延長願（本学部所定用紙），返信用封筒（長形３号の封筒に本人
の宛先を記入し，簡易書留料金として３９２円分の切手を貼付してください。）を法学部教務担当
窓口へ提出してください。 
（注）出願手続は，上記２（３）の①②に準じ，期間延長での検定料は不要です。 

 
 
４  在 学 期 間 
    

原則，半年（前期出願は４月～９月、後期出願は１０月～３月）とします。ただし，延長すること
ができ，前期出願時に第３学期，第４学期,後期開講科目の科目を出願した場合は１年とします。
                 

５ 合否について 
   

書類審査により合否を決定し，本人宛に通知します。 
 
６ 注 意 事 項 

 
（１）出願書類等に不備があるものは受理しません。 
（２）出願書類受理後は，提出書類及び検定料はいかなる理由があっても返還しません。 
（３）提出された出願書類等及び記載されている個人情報は，入学者選考に係る業務に使用します。 

ただし，入学者については，入学願書に記載された個人情報を本学学務システム及び授業料債権
管理事務システムの学生基本情報への登録データとしても利用します。 

（４）他の学部等へも科目等履修生として同時に出願される場合,同一の曜日・時限に重複して出願
 することは出来ません。 

（５）入学料及び授業料 
    ① 入学料       ２８，２００円（１学部についてのみ必要）（予定額）   
    ② 授業料 １単位当たり１４，８００円（予定額）（０．５単位につき７，４００円（予定額）） 

 
なお，入学時及び在学時に授業料改定が行われた場合には，改定時から新授業料が適用されます。 
授業料の納入については，指定された期間内に，銀行または郵便局窓口での振込となります。 

   10月中旬～下旬に郵送される振込依頼書により，指定された期間内に，銀行または郵便局窓口で
   振込んでください。 

※振込の際に，別途手数料が必要になります。 
※最終納入期限までに納付いただけない場合は，除籍になりますのでご注意願います。 

   
（６）履修を許可された科目に係る授業料相当額は免除できません。 
（７）科目等履修生を継続する場合，在籍期間が空くと新規入学者扱いとなり,検定料及び入学料が再度

必要となります。 

（８）以下の法学部専門教育科目の履修はできません。 

○社会保障法ｃ、ｄ ○企業法務論 

○企業法務演習 ○リーガルライティング演習入門a、ｂ ○演習Ⅰ ○演習Ⅱ 

○リーガルライティング演習Ⅰ～Ⅷ ○就業体験実習Ⅰ，Ⅱ ○演習（夜間主コース） 

  ※上記以外の科目でも正規学生の履修者が多い等の理由により，履修不許可となる場合があります。 
 
 
７ 照 会 先 
 
   〒７００－８５３０  

岡山市北区津島中３丁目１番１号 
岡山大学法学部教務担当（岡山大学大学院社会文化科学研究科等事務部）  

 
ＴＥＬ（０８６）－２５１－７３６３，７３６４ 

 


